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　● 令和８・９年度の保険料率（年額）　

現行 改定後

区　分 医療分のみ 医療分 子ども・子育て
支援金分【注３】

合計

所得割率 ９．５６％ １０．１３％ ０．２５％ １０．３８％
均等割額 ４８，６０４円 ５５，３８０円 １，３４０円 ５６，７２０円
上限額 ８０万円 ８５万円 ２.１万円 ８７.１万円

後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします

 所得割額 ＝ （総所得金額等【注１】 ― ４３万円【注２】） × 所得割率
注１　�総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。
注２　合計所得金額が2,400万円以下の場合
注３　�子ども・子育て支援金分については、令和8年度の所得割率・均等割額・上限額となります。�� � � �

令和９年度分は令和８年度中に決定予定。
　
　●令和８年度の均等割額が軽減される場合　
　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減
されます。※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。

　■　均等割額が７割軽減される方（令和８・９年度の医療分のみ7.2割軽減が適用されます）　
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
43万円+10万円×（年金・給与所得者の数（※）-1）
　■　均等割額が５割軽減される方　
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）-1）
　■　均等割額が２割軽減される方　
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）+10万円×（年金・給与所得者の数（※）-1）
※�年金・給与所得者の数は、令和７年中の公的年金等収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方。または、
給与収入が55万円を超える方が該当します。

　おひとりごとの新しい保険料の額は、令和８年７月に郵便でお知らせします。
広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。
広域連合webサイトトップページ：https://www.shigakouiki.jp/

・愛荘町役場住民課（☎0749ー42ー7692）または
・滋賀県後期高齢者医療広域連合（☎077ー522ー3013）まで

広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

DV相談ナビダイヤル
＃8008

最寄りのDV相談支援センターへ
連絡できます。

ひとりじゃない。
安心して相談ください。

緊急・危険を感じたら
迷わず警察（110番）へ

令和８年度から新設

後期高齢者医療制度の被保険者の皆様へ
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日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

7 火 おひざでだっこのおはなしかい 10：15～10：45 秦荘図書館

10 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

11 土 くまさんといっしょのえほんのじかん 10：30～11：00 秦荘図書館

12 日 おひざでだっこのおはなしかい 11：00～11：30 愛知川図書館

19 日 古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

21 火 あたまいきいき音読教室
①10：30～11：15 
②13：30～14：15

秦荘図書館

25 土 おはなしかい 14：30～15：00 愛知川図書館

女性相談支援センター女性相談支援センター
ダイヤルダイヤル

はなそうなやみはなそうなやみ

＃ 8778＃ 8778

最寄りの女性相談支援センターに
つながります。

　愛荘町では、公式フェイスブックページを
開設しています。
　ぜひご覧いただき、「いいね！」の登録をお
願いします。

Facebookに
登録されている皆さんへ
ページ名 ： 愛荘町（あしょうさん紀行）

いいね！ ←クリック!!

　令和8年度　狂犬病予防注射日程　

日程 実施時間 実施場所

4月21日�
(火)

10：00～11：30 秦荘図書館駐輪場

13：00～15：00 本庁舎前駐車場

5月22日�
(金)

13：00～13：45 秦荘図書館駐輪場

14：15～15：00 本庁舎前駐車場

　犬の登録（生涯１回）・狂犬病予防注射（毎年１
回）は、飼っている方の義務です。予防注射は必ず
受けてください。
　右記の日程で注射ができない方は動物病院で
接種してください。
　時間が多少前後する可能性がありますのでご
了承ください。
※�犬に持病があったり当日体調が悪かったり（下
痢、食欲不振)、妊娠中の場合は、会場で接種できない場合があります。
　�　犬の登録事項に変更(死亡、住所、所有者等)がありましたら、｢犬の登録事項変更届｣を役場本庁舎
（くらし安全環境課）に提出してください。変更届はくらし安全環境課にあります。

●１頭に必要な費用 �「犬の登録カード(愛犬カード)｣を会場にご持参ください。

◎ すでに犬の登録が済んでいる人 ◎ 同時に犬を登録する人
（生後91日以上の犬で未登録の場合）

�狂犬病予防注射料金� 2,950円
�狂犬病予防注射票交付手数料� 550円

合計� 3,500円

犬の登録手数料� 3,000円
狂犬病予防注射料金� 2,950円
狂犬病予防注射票交付手数料� 550円

合計� 6,500円
　なお、当日の注射は、彦根保健所管内の滋賀県獣医師会の獣医師が行います。�
� 問 くらし安全環境課　☎︎０７４９－４２－７６９９

令和８・９年度の
犬の登録・狂犬病予防注射を忘れずに！！

？

！
詳しくは

　令和8年4月1日から保険料率を改定します。
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